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熊本市政の推進にあたり、日頃から御理解、御高配を賜

り深く感謝申し上げます。  

未曾有の災害となった「平成２８年熊本地震」から７年

が経過する中、本市では、被災した方々の生活再建を最優

先に、復興を下支えする地域経済の活性化や防災、減災の

まちづくりなど、復旧・復興の加速化と未来への礎づくり

に全力で取り組んでまいりました。  

国におかれましても、発災当初からこれまで、被災者の

生活支援に係る迅速な対応をはじめ、国庫補助制度の創設

や拡充等、被災自治体の財政負担軽減のために様々なご支

援を頂いたところです。  

この結果、がけ崩れ等で被害を受けた宅地の復旧工事が

令和三年度で全事業が完了したほか、液状化被害 を受けた

地区の対策工事についても、昨年度末にすべての地区の本

体工事が完了するなど、復旧・復興は着実に進んでいると

実感しております。  

また、国内における感染確認がされて以降、本市へも深

刻 な 影 響 を 与 え てい た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症に つ い

ては、本年５月８日から感染症法上の位置付けが変更され、

新たな局面を迎えたところです。  

本 市 に お い て も 引 き 続 き 感 染 症 対 策 に 注 力 す る と と も

に、本市が目指す「上質な生活都市」の実現に向け、こど

もを核としたまちづくりの推進はもとより、ＴＳＭＣ進出

を好機とした都市基盤整備など、国の動きに呼応した取組

も積極的に展開していく必要があると考えております。  

国におかれましては、本市が取り組む各種施策の推進に

是非とも御理解をいただき、令和６年度予算編成等に向け

て、特段の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。  

 

 

       令和５年（ 2023 年）６月  
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子育て世帯に係る経済的支援の充実と財政措置 
 

【こども家庭庁・文部科学省】 

  

 

１ こども・子育て施策の強化について（試案）の完全実施、特に、

高等教育費の負担軽減、児童手当の拡充、保育給食費等、ライフ

ステージごとの子育て世代に対する経済的支援の拡充をお願い

したい。 

 

 

■こども政策担当大臣により「こども・子育て施策の強化について（試案）」

が発表され、今後 3 年間で加速化して取り組むこども・子育て政策が公

表された。本市も子育て世代のニーズを確認するため緊急市民アンケー

トを実施したところ、「高等教育費の負担軽減」「児童手当の拡充」「医療

費の負担軽減」「学校給食費の無償化」等、国試案の強化策に掲げられ

た項目が上位を占めた。 

  

 

■高等教育費は将来の経済的な不安要素になっている。子育て世帯や

若者にとって過度の負担にならないような支援制度が必要である。 

 

■児童手当制度を拡充する場合、扶助費の増加に加え、制度改正に伴う

システム改修費や人件費等、多額の費用が必要となるが、自主財源か

らの捻出とならざるを得ず、自治体の負担軽減が必要である。 

 

■昨今の物価高騰は保育所給食の実施にも影響を及ぼしており、これ

までと同様の栄養量を確保するためには副食費の増額が必要である

が、子育て世帯の負担増を求めることは逆行である。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：こども局こども育成部こども政策課 ℡096-328-2158 

 

 

期間 ：2023年 4月 13日（木）～4月 17日（月） 

対象 ：市公式 LINEに登録された方のうち、「子育て情報」を選択され 

た方へ WEBアンケート 

回答数：1,434件 

 

 

 

 

 

参考１ 政府「こども・子育て政策の強化について（試案）」に対する市民 

アンケート結果（抜粋） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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保育人材の確保・担い手の処遇改善 
 

【こども家庭庁】 

 

 

１ 慢性的な保育士不足の中、国が進める職員配置基準の見直しの実

現のためには、保育士等の人材確保や保育士等が安定的・継続的

に働くことのできる処遇の改善が必須であり、処遇改善等加算の

更なる拡充を要望する。 
 

 

 

 

■本市でも、保育士の給与は全職種の平均と比較して低額で、また現配置

基準下における労働環境に負担や不安もあり、離職者が多く、潜在保育

士の再就職も進まない状況にある。 

■保育士不足により、定員数の受入れのための保育士が確保できず、定員

割れとならざるを得ない私立保育所等が存在するといった影響が出てい

る。 

■全国で保育士不足となっており、特に都市部を中心に、保育士確保のた

め独自の処遇改善に係る上乗せが行われるなど、自治体間での競争や

地域間格差が生じている状況にある。 

 

 

■保育士賃金は、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」（令和

４年２月から実施され同年１０月から処遇改善等加算として継続）

により職員収入の３％程度（月額９，０００円）の引き上げ措置が講

じられているものの、他業種との平均賃金の乖離幅の完全な解消は

難しく、更なる加算措置が必要である。 

■また、保育士が離職せず、また潜在保育士の再就職を促すため、保育

士のニーズに応じた労働環境の提供が求められている。 

■都市部への保育人材の流出は、地方創生の観点からも好ましくなく、

流出を防ぐ方策として、統一的な施策、あるいは実情に応じた施策の

構築が必要である。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：こども局こども育成部保育幼稚園課 ℡096-328-2728 

 

 

熊本県における保育士の平均年収は約 341 万円であり、そのほか、月収や手当・賞

与も含めて全国平均よりも低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 保育士の給料相場（全国平均との比較） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 保育士実態調査結果（東京都） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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データ連携基盤の将来的な官民、自治体間の 

広域連携を見据えた仕様・規格の統一及び構築・

運用に係る財政的・人的支援の強化について 
 

【デジタル庁・内閣府】 

 

 

１ 将来的なデータ連携基盤の広域連携に向けて、地域が遵守すべき

統一仕様（標準仕様）を示していただきたい。あわせて、構築・運

用に向けた財政的・技術的支援等を強化いただきたい。 

 

２ データ連携基盤を有効に活用するため、国による専門家の派遣等

の人的支援や、更に踏み込んだ事例、ノウハウ等の情報提供をお願

いしたい。 

 

 

 

■本市としては、データ連携基盤は、本来、全国で一本化された基盤を

国が構築し管理することが望ましいと考えるが、現在、国においては、

各地域が主体となった地域単位でのデータ連携基盤の整備を想定し

支援されているところ。 

 

■そのようなことから、本市では、様々な地域課題解決に向け、データ

を活用した施策立案等を行うため、将来的な広域連携についても視

野に入れながら、機能や活用範囲など、データ連携基盤の在り方につ

いて熊本県とともに検討を行っているところ。 

 

 

現 状 

提案・要望内容 
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要望担当課：政策局総合政策部データ戦略課 ℡096-328-2382 

 

 

 

■国においては、自治体に対し、データ連携基盤のコアとなる部品（推

奨モジュール）の公開・提供や技術的助言等を行われているものの、

この採用については自治体の判断に委ねられているところであり、

将来的な国、自治体、事業者等多様な主体との相互連携・広域連携を

想定した場合、仕様が統一されていないことによる費用負担や技術

的な支障が生じることが懸念される。 

 

■加えて、国のデジタル田園都市国家構想交付金等による財政的支援

については、導入時の支援が主であり、その安定的かつ持続可能な運

営のための維持管理経費や、将来の機能拡張・地域ごとに構築された

データ連携基盤相互の連携に係る費用については財政的支援が十分

でない。 

 

■自治体においては、データ連携基盤を有効に活用するための知見や、

参照すべき具体的な好事例等が不足している。 

 

課 題 
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内密出産についての法整備等 
 

【こども家庭庁】 

 

１ 国において、内密出産に係る手続きを適正に実施するための妊娠

葛藤相談所（仮称）及びこどもの出自を知る権利を保障するための

公的な身元情報管理機関の設置等に向け、内密出産制度の法整備

を含めた検討を急いでいただきたい。 

２ 全国からの相談や預け入れが昼夜行われていることを踏まえ、予

期せぬ妊娠・出産で悩む人々が相談しやすい 24時間 365日対応の

相談窓口を国において整備し、その周知を図っていただきたい。 
 

 

 

■熊本市の医療法人聖粒会 慈恵病院が設置した「こうのとりのゆりか

ご」には、開設以来、令和３年度（2021 年度）末までに全国から 161

人のこどもが預けられている。 

また、全国から慈恵病院に寄せられる妊娠に関する悩み相談は、令和

４年度（2022年度）だけでも 2,799件となっている。 

 

■これらは、予期せぬ妊娠など様々な事情を抱え、差し迫った状況に  

置かれている人々が全国に多数存在していることを示している。 

 

■令和元年（2019 年）１１月、慈恵病院は、いわゆる内密出産を実施す

ることを表明し、令和３年（2021 年）１２月からこれまでに９例の

内密出産とされる事例が確認されている。 

 

■令和４年（2022 年）９月、国から「妊婦がその身元情報を医療機関の

一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて」（いわ

ゆる「内密出産ガイドライン」）が通知された。 

現 状 

提案・要望内容 
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■内密出産ガイドラインでは、医療機関において、妊婦の身元情報の保

存、管理、開示等に関する規程を明文化することを定め、都道府県等

において、その規程を確認し、規程に基づく身元情報の管理等が適切

に行われるよう指導することが定められた。 

 

■令和５年４月、本市は「妊娠内密相談センター」を設置し、専門職が

チームでソーシャルワークを行い予期せぬ妊娠に悩む方の課題解決

に向けた支援の体制強化に着手した。 

 

 

 

■「こうのとりのゆりかご」については、預け入れを前提とした孤立出

産や長距離移動等による母子の生命の危険性、障がいのあるこども

の預け入れ、こどもの出自を知る権利の保障等の課題がある。 

これまで本市専門部会等において、様々な観点から検証報告が行われ

てきたところであるが、これらの課題を解消するためには、母子双方

の利益に配慮した新たな社会制度の構築が必要となる。 

 

■内密出産の実施については、内密出産ガイドラインでその枠組みが

示されたところであるが、依然として様々な課題が残されている。主

なものは次のとおりである。 

 

■第一は、こどもの出自を知る権利の保障である。医療機関による母の

身元情報の管理や引き継ぎ、開示の方法をどのように考えるか、また、

自治体がどのように関与するかといった課題について、公的機関の

設置も含め、適正な制度を設計する必要がある。 

 

■第二は、母に対する支援である。内密出産に関する医療機関から母へ

の説明内容や母が真に内密出産を望んでいるかの意思確認の方法、

母が未成年である場合の支援の在り方や出産費用等の課題について、

多角的な観点から、母に対し広範な支援を行う必要がある。 

 

課 題 
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要望担当課：こども局こども福祉部こども家庭福祉課 ℡096-366-3030 

 

■第三は、こどもの処遇である。母の事情を十分に把握、理解しないま

ま社会的養育を行うことや特別養子縁組の手続を進めることの妥当

性、こどもに対し出自や母の情報を開示する際の説明方法といった

課題について、こどもの最善の利益を図るための方策が必要となる。 

 

■これらの課題は、一自治体・一医療機関で解決できるものではなく、

また、慈恵病院では内密出産の実施が続いていることから、国におか

れては、内密出産制度の法整備を含めた検討のほか、上記課題の解消

に向けた更なる体制整備を早急に進めていただきたい。 

 

■併せて、予期せぬ妊娠で悩む全国の女性からの相談や預け入れが昼

夜問わず行われていることを踏まえ、妊娠・出産で悩む人々が相談し

やすい２４時間３６５日対応の相談窓口の整備及び周知を図ってい

ただきたい。 

 

■なお、こどもの戸籍作成前に自治体が母の身元情報を把握した場合、

所管法務局に通報する義務が生じ、市区町村長の職権によるこどもの

単独戸籍の作成が困難になるという課題があるため、この点について

も内密出産ガイドラインで整理していただきたい。 
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こども医療費負担軽減に向けた措置 
 

【こども家庭庁】 

 

 

１ 子育て世帯が経済的負担を理由に適切な受診を控えることがな

いよう、国として全国一律のこども医療費の負担軽減に向けた制

度創設及び財源確保を講じていただきたい。 

 
 

 

 

■わが国の将来を担うこどもたちを安心して産み育てることができる

環境を整備していくことは、国を挙げて取り組むべき喫緊の課題で

ある。 

 

■本市では、子ども医療費助成について更なる制度拡充の要望が大き

いことから、高校３年生（満１８歳）までの対象年齢拡大と保険調剤

に係る自己負担の無料化を、令和５年１２月から開始予定。 

 

 

 

■こども医療費助成制度については、自治体間で助成制度が異なり、サ

ービス水準に格差が生じている。 

 

■本市においても、近隣自治体の助成制度と比較して、外来診療に係る

自己負担の無料化など、より一層の軽減等の要望も多く、厳しい財政

状況の中、財源の捻出に苦慮している。 

 

 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：こども局こども育成部こども支援課 ℡096-328-2158 

 

 

 

 

  
対象年齢 

所得制限 自己負担 
都道府県 

入院 外来 補助率（令和３年度） 

堺市 

18歳 
18歳 

無 有 

 1/2 

静岡市 入院 1/6・通院 1/8(16～18歳) 

浜松市 入院 1/6・通院 1/8(16～18歳) 

新潟市 対象外 

北九州市 1/4（小中以下）1/2（中学通院のみ） 

大阪市 有(12歳以上) 有 
 1/2 

名古屋市 

中学終了 

無 

無 

さいたま市 

中学終了 

無 対象外 

京都市 

有 

 1/2 

熊本市 対象外 

千葉市  1/4 

神戸市  1/2 

福岡市 1/4・1/2（中学は医のみ 1/2） 

仙台市 有  1/2 

相模原市 

有(1歳以上)  1/4 横浜市 

川崎市 

小学終了 岡山市 無 対象外 

札幌市 
有  1/2 

広島市 小学 3年 

 

 

参考１ 子ども医療費助成制度他都市比較（指定都市 20市） 2023年 1月現在 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして好

きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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子育て・介護関係の手続に関する 

オンライン申請の早急な機能改善 

【デジタル庁・厚生労働省・こども家庭庁】 

 

 

１ 子育て・介護関係の 26 手続きのオンライン化に関して、市民の

利便性向上及び業務の効率化を図るため、行政区ごとの申請・受

付を可能にするなど、ぴったりサービスにおけるオンライン申請

の早急な機能改善を行っていただきたい。 
 

 

 

■ 本市では、子育て・介護関係の 26 手続きについて業務 BPR（業務プ

ロセスの見直し）を実施し R4年度から、マイナポータルのぴったり

サービスを活用したオンライン申請の受付を開始している。 

 

■このぴったりサービスの機能及び標準様式において、入力に手間が

かかること、行政区ごとの申請・受付ができないことなど、市民の利

便性、迅速な事務処理及び職員の運用負荷に影響する事項が確認さ

れた。 

 

 

 

■今後、マイナンバーを利用したオンライン申請の利用を拡大してい

くためには、市民ニーズや現場の実情を踏まえた、ぴったりサービス

の早急な機能改善が必要である。 

 

 

 

 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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■市民の利便性向上に向けて改善を要望する事項 

手続名称 要望内容 

支給認定の申

請 

保育施設等の

利用申込 

ぴったりサービス標準様式において、以下の項目を任意とするか項目自体

を削除して頂きたい。 

・就労証明書や添付資料に記載されている事項と同内容の項目 

・出生時の情報 

 

(理由)就労証明書や添付資料に記載されている項目を再度入力頂くのは

市民の二度手間になること、また、出生時の情報は母子手帳が手元になけ

れば入力が困難であることから、オンライン申請の利便性が損なわれ、利

用促進につながらないため。 

未支払の児童

手当等の請求 

「請求者」に申請者（ぴったりサービスで申請を行う者）の情報が自動入

力されるため、自動入力しないよう修正を頂きたい。 

 

（理由）本申請において、申請者は児童の親（亡くなった受給者の配偶者

等）であることが大半であるが、「請求者」は児童であると定められてい

る。申請者情報が自動入力されることにより、市民の誤解及び申請ミスに

つながるため。 

介護保険負担

割合証の再交

付申請 

負担割合証と被保険者証の申請様式を一本化するとともに、以下の書類に

ついても再交付申請ができるように実装頂きたい。 

「資格者証」「負担限度額認定証」「利用者負担額減額・免除認定証」「介護

保険料納入通知書」「その他（保険料決定通知書など）」 

 

（理由）負担割合証と被保険者証の申請様式が別となっているものの、そ

れぞれの申請画面にてどちらの再交付も選択できるようになっており、市

民の混乱を招く可能性があるため。また、他交付物についても法令に基づ

き交付をしており、再交付が必要となるため。 

 

■職員の業務負荷軽減に向けて改善を要望する事項 

手続名称 要望内容 

全手続き共通 ぴったりサービスの標準様式において、区役所等を選択できるようにして

頂きたい。もしくは、申請管理システムにおいて申請者の住所から区役所

等への振り分けができるよう仕様を見直して頂きたい。 

 

参考１ ぴったりサービスの機能改善要望の一例 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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要望担当課：総務局デジタル部デジタル戦略課 ℡096-328－2062 

 

(理由)各種手続に関する申請は、行政区ごとに受付し、処理を行う必要が

あるが、ぴったりサービス、申請管理システムともに区役所等への振り分

けが出来ず、職員が申請者情報の住所を確認し、手作業で区役所等に振り

分けを行う必要があり、職員の負荷が増大する。このことにより、事務処

理の誤りを招くおそれがある。 

全手続き共通 申請者情報入力において、電話番号入力は必須とするよう統一頂きたい。 

 

（理由）差戻（却下）の際等、申請者に連絡を取る必要があるが、ぴった

りサービスにおけるオンライン申請時に入力する申請者情報では、必ずし

も電話番号の入力が必須ではなく、迅速な事務処理に支障が生じる。 

 

 

 

 

参考２ ぴったりサービスでオンライン化を行った 26手続き 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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安定稼働を最優先とした基幹業務システムの 

統一・標準化の円滑な移行 
 

【デジタル庁・総務省】 

 

 

１ 地方公共団体の実情に応じた円滑な移行に向けて、目標年度につ

いては自治体毎の機器更新時期及び業務ベンダの製品提供時期

等を考慮し、柔軟に設定できるように見直していただきたい。 

 

２ デジタル基盤改革支援補助金について、基金の使途の拡充や増額

を図った上で、情報システム関連の市場価格等の実情を勘案し、

継続的に十分な財政措置を行っていただきたい。     

 

 

 

■令和４年１０月に閣議決定された標準化基本方針において、「基幹業

務システムを利用する地方公共団体が令和７年度までにガバメント

クラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備する

ことを目標」としている。また、「総務省はデジタル庁とともに、地

方公共団体に対して必要な助言を行い、適正な費用での安全な移行

が担保される計画を作成する。」とされている。 

 

■本市においても、令和７年度までの標準準拠システムへの移行に向

けて各業務ベンタや他都市から情報収集しながら、Ｆｉｔ＆Ｇａｐ

分析や移行計画の検討に全庁的に取り組んでいるところである。 

 

■これまでの標準仕様書については、行政区の取り扱いや処理件数が

多い自治体に必要な仕様が不足していたため、令和４年１０月に開

現 状 

提案・要望内容 
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要望担当課：総務局デジタル部システム推進課 ℡096-328-2050 

 

催された「標準仕様の指定都市における課題等検討会」において、本

市を含めた全指定都市による標準仕様の再点検が実施することにな

り、令和５年３月末の改訂で一部反映された。 

 

 

 

■令和５年３月末の改訂で一部反映されたものの成案化されなかった

大部分の指定都市の意見は、再検討として残されている。さらには、

業務ベンダの標準準拠システム開発の進捗状況及びそれを受けての

本市の対応スケジュール等を考慮すると、大半の業務システムでは

令和７年度末までの標準準拠システムへの移行は非常に困難である。 

 

■標準準拠システムへの移行に際しては、補助対象であるデータ移行

やコンサルタント経費など多額の費用が必要となる。また、補助対

象外経費である構築費用などに加え、構築時期が集中することによ

る構築業者の人材不足や市場価格の高騰の影響を踏まえると、現在

示されている補助の限度額では大きく不足する見込みである。 

 

課 題 
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国による第三者機関の委員及び 

コーディネーター選定の支援 
 

【文部科学省】 

 

 

１ いじめによる重大事態の調査実施にあたり、国による第三者機関

の委員と被害児童生徒・保護者との対話を行うコーディネーター

選定のための人材リスト作成・提供と委員等の謝金の財政措置を

していただきたい。 
 

 

 

 

■いじめ防止対策推進法では、いじめによる重大事態の調査を学校の

設置者又は学校のもとに組織を設置して行うこととなっている。 

 

■調査の実施にあたり、第三者委員会を設ける場合、極めて高い専門性

が求められ、自治体ごとでは人材確保が難しく、第三者機関の委員の

選定は困難さを増してきている。 

 

 

 

■いじめの件数が増加し、今後はさらに重大事態の調査件数も増える

ことが予想される。調査の実施を行うには、第三者委員会の人材の確

保が必要になるが、その人材が見つからず不足することが考えられ

る。 

 

■国による第三者機関の委員と被害児童生徒・保護者との間に立って

対話的なコーディネートをするコーディネーター選定のための人材

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：教育委員会事務局学校教育部総合支援課 ℡096-328-2743 

 

リストの作成、自治体への提供と委員等の謝金の財政措置をされた

い。 

 

 

 

 

参考１ 重大事態発生時の対処（１号事案） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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